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Ⅰ 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針 

 

１ 酪農及び肉用牛生産をめぐる近年の情勢の変化 

本市の畜産は、優れた生産技術と多様な自然環境や恵まれた交通立地条件

を生かし、高品質で安全な畜産物を消費者のニーズに応えて供給している。 

本市の令和元年の畜産産出額は 159 億円で、県全体の畜産産出額の３割強

（県内第１位）、また、本市の農業産出額の約８割を占めている。畜産の中で、

乳用牛は 51 億円、肉用牛は 15 億円であり、併せて農業産出額の３割強を占

める。 

本市では、近年、他市同様に高齢化や後継者不足による農家戸数の減少、

乳用初妊牛や肉用肥育素牛の価格高騰や飼料価格の高止まり等により、生産

基盤の縮小が懸念される状況となっている。 

酪農においては、本市の酪農を後世に繋げていきたいとの思いから、富士

宮産の生乳を市内の自社プラントで牛乳に加工し、富士宮(隣接の富士市を含

む)の子供たちの学校給食に提供する「富士の国乳業株式会社」が酪農家によ

り設立され、地産地消の取組が開始された。また、食生活の多様化により国

内ではチーズ等乳製品の需要が増加しており、市内においても、富士宮産の

生乳を原料としたチーズ製造について３社が取り組んでいる。今後もこの流

れが継続するようであれば、本市の新たな特産物となる可能性がある。 

肉用牛においては、焼肉等の外食を中心に消費が拡大しているが、国産牛

肉は全体の消費量の約１／３にとどまり、多くが輸入牛肉で賄われている。 

本市においては、肉専用種を飼養している農家は少数であり、ほとんどが、

ＪＡ静岡経済連のブランドである「静岡そだち」の預託を受け入れている。 

一方、交雑種については、大規模農場が複数あり、「白糸牛」や「富士山岡

村牛」など独自に銘柄化されたものも存在している。 

       

２ 生産基盤強化のための対応 

本市の酪農及び肉用牛の生産力を向上させるためには、生産基盤を強化す

る取組が重要である。 

このため、県や関係機関と相互に連携を強化し、地域全体で収益性を向上

させる「畜産クラスター」をはじめとする施策を重点的に実施する。 

これまでに本市は、市内３つの畜産クラスター協議会の設立や運営支援を

行い、「富士宮市環境対策協議会」においては、地域の家畜排せつ物処理に対

する支援を目的としたクラスター計画を策定し、計画の実現に向けた取組を

実施してきた。今後も、引き続き協議会の運営を支援し、畜産クラスター事

業等の掘り起こしを行っていく。 

（１）肉用牛・酪農経営の増頭・増産 
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肉用牛・酪農経営において、飼養戸数の減少が続いていることから、規

模の大小を問わず意欲ある経営体に対し、飼養頭数の維持・増産を推進す

る必要がある。 

酪農経営においては、性判別精液及び受精卵移植、家畜共同育成場の活

用により、優良な乳用後継牛を確保していく。 

併せて、酪農経営で肉用牛受精卵を積極的に活用することで、肉用牛の

増産を進め、酪農経営においても肉専用種子牛販売による副産物収入を向

上させる等、酪農経営と肉用牛経営の連携を推進する。 

また、肉用牛肥育経営から一貫経営への転換等により生産基盤の強化に

取り組む経営体に対しては、畜産クラスター事業等による施設整備や省力

化機械導入の支援を行う。 

（２）中小規模の家族経営を含む収益性の高い経営の育成 

中小規模の家族経営をはじめとする酪農及び肉用牛経営が、持続的でゆ

とりのある経営を実現するためには、収益性の高い経営による一定の所得

の確保が必要である。そのためには、規模拡大を行わずとも生産性向上を

図る取組に対し支援することが重要である。 

生産性向上を進めるためには、発情発見や事故防止のためのＩＣＴの活

用等による繁殖・飼養管理の省力化、受胎率の向上や供用期間の延長によ

る償却費の低減、肉用肥育牛等の事故率低減等を図る取組が重要である。

このため、畜産クラスターの中心的経営体等による導入成果等を地域に普

及し、新技術の実装等を推進する。 

また、酪農・肉用牛生産は、多額の設備投資や運転資金が必要であり、

投資資金の回収に長期間を要するなどの特徴があるため、適切な経営管理

や事業計画の策定を行う必要がある。このため、法人化等を通じた経営実

態の把握や担い手への円滑な事業継承、畜産クラスター事業等補助事業を

活用した設備投資等、持続的で安定的な事業継続を図る取組について、県

や関係機関と連携して支援する。 

（３）経営を支える労働力や次世代の人材の確保、経営資源の継承 

本市においても、高齢化と後継者不足による廃業が進んでいることから、

法人化等による経営継承の円滑化、後継者や新規就農者等の担い手の育

成・確保、労働負担の軽減が必要である。 

新規就農は、施設の整備や家畜の導入に多額の投資負担が生じることか

ら、離農農場等の既存施設の譲渡や貸付けにより、経営資産を新規就農者

に円滑に継承する取組を推進する。また、家畜管理技術習得の場として、

酪農ヘルパーや畜産クラスターの中心的経営体等の活用を図る。 

労働負担の軽減においては、作業の効率化が図られ、労働を飼養管理へ

集中させ生産性向上を図るため、ヘルパーの活用やコントラクター・ＴＭ
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Ｒセンター等の外部支援組織活用の推進、搾乳ロボットや哺乳ロボット、

ＡＩやＩＣＴを活用した個体管理機器等の省力化機械の導入、家畜共同育

成場の利用拡大を推進する。 

（４）家畜排せつ物の適正管理と利用の推進 

畜産農家の大規模化や飼養場所の住宅地との混住化に伴う、周辺住民か

らの苦情発生や、臭気や水質に係る環境規制の強化に適切に対応するため、

家畜排せつ物の適正な管理の徹底や畜舎環境の改善等を推進する。 

また、近年関心が高まりつつある有機農業においては、土づくりへの貢

献につながるという観点からも、耕種農家と連携した堆肥の利用推進が必

要である。地域内における堆肥の利用拡大や堆肥を利用したい耕種農家が

多い地域への広域流通、堆肥のペレット化等による高品質化を推進する。 

なお、施設整備費や維持管理経費等の収益性を見極めた上で、乾燥やメ

タン発酵、炭化・焼却処理等によるエネルギーの利用についても必要に応

じて検討する。 

（５）国産飼料基盤の強化 

酪農・肉用牛の生産基盤を強化するためには、生産コストの大半を占め

る飼料費の低減が不可欠である。 

濃厚飼料の大部分は輸入に依存しているが、輸入飼料価格の上昇や変動

は、畜産経営に大きな影響を及ぼすことから、国産とうもろこしやソルガ

ム等の栄養価の高い粗飼料や稲ＷＣＳ、飼料用米、エコフィード等の生産・

利用の拡大を図る。 

また、酪農経営では、コントラクターの活用や自動操舵装置機能付きト

ラクターや大型機械による飼料生産を可能とする草地整備、集約放牧等に

より、良質な粗飼料を低コストで省力的に生産・確保する取組を推進する。  

肉用牛経営においては、生産力を強化するため、肉質等の優れた特性を

維持しつつ、肥育期間の短縮や出荷月齢の早期化等を進めることにより飼

料費を抑制し、効率的な生産体制を構築する。 

 

３ 需要に応じた生産・供給の実現のための対応 

（１）生乳 

需要と多様な消費者ニーズに応じた生乳生産と牛乳・乳製品製造を行う

ことができる持続可能な経営展開の実現を図るため、生産者が取り組む高

品質な生乳生産と規模拡大等による生産性向上を支援する。 

（２）牛肉 

近年、健康志向の高まりや、食味及び食感の良さ、価格の高止まりを理

由に、適度な脂肪交雑で値ごろ感のある牛肉の消費者需要が高まっており、

本市においても、和牛肉より手頃な価格帯である交雑種を生産する経営体
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が多い。生産者の収益性を考慮した上で、脂肪交雑の多い和牛肉の生産の

推進に加え、交雑種等についても需要に見合った生産を推進する。 

（３）出荷の拡大 

県が令和７年度に設置を計画している高度な衛生水準を備えた食肉センタ

ーの再編整備について、設置への協力と施設の利用を推進する。 

 

４ 酪農・肉用牛生産の持続的な発展のための対応 

（１）災害に強い畜産経営の確立 

災害に備え、各経営体に対し、非常用電源の整備や燃料の備蓄、家畜共

済や保険への加入等を推進するとともに、災害発生時には速やかに被害情

報を収集し、関係機関と連携して、被災農家が早期に経営再開できるよう

努める。 

（２）家畜衛生対策の充実・強化 

口蹄疫等の伝播力のきわめて強い疾病が、近隣諸国で継続的に発生し

ており、我が国に侵入するリスクが極めて高い状態が継続している。この

ため、防疫について、「発生の予防」、「早期の発見・通報」及び「迅速・

的確な初動対応」に重点を置いた対応が的確に図られるよう、県が行う飼

養衛生管理基準の遵守指導への協力、発生時の通行制限、防疫措置への人

的支援、焼却施設や埋却地が不測する場合の代替用地の確保等を行う。畜

産農家は、飼養衛生管理基準の遵守を基本とした日々の衛生管理の徹底や

異状確認時の早期通報を行う。 

（３）ＧＡＰ等の推進、安全確保を通じた消費者の信頼確保 

牛乳・乳製品製造や食肉処理など製造・加工段階でのＨＡＣＣＰに沿っ

た衛生管理の実施が令和３年度から義務化され、農場段階においてもこれ

まで以上に安全な畜産物の生産・供給が求められる。 

ＪＧＡＰ、しずおか農林水産物認証制度や農場ＨＡＣＣＰの認証取得、

アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理水準の向上について、県や関係

団体等と連携して推進し、家畜の疾病予防、畜産物の安全性や付加価値の

向上を図る取組に対する支援や積極的な情報発信を行う。 

（４）資源循環型畜産の推進 

持続的な発展のためには、家畜排せつ物や排水を適正に管理し環境に配

慮した経営を行うとともに、飼料や農作物の生産に地域で生産される堆肥

等を適正に活用し、資源を循環させる取組が重要である。 

堆肥の更なる利用に向けて、ペレット化等による広域流通の取組を推進

しながら、ほ場への適切な還元を図る。 

さらに、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の視点から、家畜排せつ物の

エネルギー利用やエコフィードの利活用等の取組を研究し、産業として社
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会的信頼を確保する。 

（５）国民理解の醸成・食育の推進 

学校給食での牛乳・畜産物の提供、酪農教育ファームやふれあい牧場に

おける体験活動、消費者と畜産農家との交流会等の活動を通じて、畜産物

や畜産・酪農に対する理解醸成を図る。 

また、市内では、生産者の顔が見える６次産業化や他産業との連携等の

取組によって、畜産・酪農への理解を深め、高付加価値化を図る経営体も

認められる。酪農経営においては小規模な牛乳工場やチーズ、ヨーグルト

等の乳製品をはじめとした加工施設、肉用牛経営においては精肉等加工施

設、さらに販売施設や販売網を整備して自家製造製品の販売等を行う取組

について支援する。 

 

 

 

Ⅱ 生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標並びに肉用牛の飼養頭数の目標 

 

１ 生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標 

区域名 
区域の

範囲 

現 在（平成 30 年度） 

総頭数* 成牛頭数* 
経産牛 

頭 数* 

経産牛 1頭当たり

年間搾乳量 
生乳生産量 

富士宮市 市全域 
頭 頭 頭 kg ｔ 

6,250 4,793 4,747 8,842 41,976 

＊平成30年度家畜伝染病予防法第12条の4に基づく定期報告（平成31年2月1日現在）より 

 

目 標（令和 12 年度） 

総頭数 成牛頭数 
経産牛 

頭 数 

経産牛 1頭当たり

年間搾乳量 
生乳生産量 

頭 頭 頭 kg ｔ 

7,063 5,416 5,364 9,200 49,349 

（注）1. 成牛とは、24 ヶ月齢以上のものをいう。以下、諸表において同じ。    

2. 生乳生産量は、自家消費量を含め、総搾乳量とする。 
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２ 肉用牛の飼養頭数の目標 

区域名 
区域の

範囲 

現 在（平成 30 年度）* 

肉用牛

総頭数 

肉専用種 乳用種等 

繁殖雌牛 肥育牛 その他 計 乳用種 交雑種 計 

富 士 宮 市 市全域 4,691 207 528 0 735 304 3,652 3,956 

＊平成30年度家畜伝染病予防法第12条の4に基づく定期報告（平成31年2月1日現在）より 

目 標（令和 12 年度） 

肉用牛

総頭数 

肉専用種 乳用種等 

繁殖雌牛 肥育牛 その他 計 乳用種 交雑種 計 

5,189 210 597 0 807 295 4,087 4,382 

（注）1.繁殖牛とは、繁殖の用に供する全ての雌牛であり、子牛、育成牛を含む。 

   2.肉専用種のその他は、肉専用種総頭数から繁殖雌牛及び肥育牛頭数を減じた頭数で子牛を含む。

以下、諸表において同じ。 

   3.乳用種等とは、乳用種及び交雑種で、子牛、育成牛を含む。以下、諸表において同じ。
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Ⅲ 近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標 

 

１ 酪農経営方式 

  単一経営 

家族（1戸1法人含む） 家族（1戸1法人含む）

経産牛頭数 頭 50 100

飼養方式

ﾀｲｽﾄｰﾙ・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ･自
動配餌車・子牛疾病監
視装置・牛体重自動計
測装置・分娩監視装
置・搾乳ﾕﾆｯﾄ自動搬送
装置

ﾌﾘｰｽﾄｰﾙ・搾乳ﾛﾎﾞｯﾄ
(一部ﾊﾟｰﾗｰｼｽﾃﾑ)･自動
給餌機・発情発見ｼｽﾃ
ﾑ・分娩監視装置・子
牛疾病監視装置・体重
自動計測装置・性判別
精液・和牛受精卵移植

外部化
育成牛預託施設
コントラクター
酪農ヘルパー

育成牛預託施設
TMRセンター
酪農ヘルパー

給与方式 分離給与 TMR給与

放牧利用
(放牧地面積)

(ha) － －

経産牛1頭当たり乳量 kg 8,900 9,200

更新産次 産 3.7 3.7

作付け体系及び単収 kg
ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ4,000kg/10a
とうもろこし5,700kg/10a

ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ4,000kg/10a
とうもろこし5,700kg/10a

作付面積（延べ面積）
※放牧利用を含む

ha 3(5) 8(16)

外部化(種類) コントラクター
TMRセンター・
酪農ヘルパー

購入国産飼料(種類) 稲WCS 稲WCS・飼料用米

飼料自給率(国産飼料) ％ 50 50

粗飼料給与率 ％ 70 70

経営内堆肥利用割合 割 2 5

生産
ｺｽﾄ

生乳1kg当たり費用合
計（現状との比較）

円(％) 99(85) 96(79)

労働
経産牛1頭当たり飼養労働
時間（現状との比較）

hr(％) 101(61) 36(43)

総労働時間（主たる従
事者）

hr
4,050

(2,000×2人)
3,600

(1,800×2人)

粗収入 万円 5,750 11,520

経営費（うち雇用労
賃）

万円 4,370(－) 8,820(－)

農業所得 万円 1,380 2,710

主たる従事者1人当た
り所得

万円 690 1,350

経営形態

備考

目指す経営の姿

ｺﾝﾄﾗｸﾀｰや搾乳ﾕﾆｯﾄ等
により省力化しつつ、
つなぎ飼いの労働生産
性の向上を図り、持続
化・安定化を実現する
家族経営

搾乳ﾛﾎﾞｯﾄ等により省
力化しつつ規模拡大を
図ると共に、性判別精
液や受精卵移植技術を
活用した効率的な乳用
後継牛確保と和牛子牛
生産を行い、収益性向
上を図る家族経営

経

営

概

要

飼養
形態

牛

経営

生

産

性

指

標

飼料

人
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【6次産業
化部門】
チーズ等の
製造販売に
より収入増
加

法人 法人

経産牛頭数 頭 200 500

飼養方式

ﾌﾘｰﾊﾞｰﾝ・ﾊﾟｰﾗｰｼｽﾃﾑ･
哺乳ﾛﾎﾞｯﾄ・自動給餌
機・発情発見ｼｽﾃﾑ・分
娩監視装置・子牛疾病
監視装置・体重自動計
測装置

ﾌﾘｰﾊﾞｰﾝ・搾乳ﾛﾎﾞｯﾄ
（一部ﾊﾟｰﾗｰｼｽﾃﾑ）･哺
乳ﾛﾎﾞｯﾄ・自動給餌
機・発情発見ｼｽﾃﾑ・分
娩監視装置・子牛疾病
監視装置・体重自動計
測装置

外部化
育成牛預託施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
コントラクター

育成牛預託施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
コントラクター　　　　　　　　　　　　　　
TMRセンター

給与方式 TMR給与 TMR給与

放牧利用
(放牧地面積)

(ha) － －

経産牛1頭当たり乳量 kg 9,400 9,200

更新産次 産 3.7 4.0 

作付け体系及び単収 kg
混播牧草　5,000kg/10a

とうもろこし5,700kg/10a

混播牧草　5,000kg/10a

とうもろこし5,700kg/10a

作付面積（延べ面積）
※放牧利用を含む

ha 18(36) 30(30)

外部化(種類) コントラクター
コントラクター・

TMRセンター

購入国産飼料(種類) 飼料用米 飼料用米

飼料自給率(国産飼料) ％ 50 50

粗飼料給与率 ％ 70 70

経営内堆肥利用割合 割 5 3

生産
ｺｽﾄ

生乳1kg当たり費用合
計（現状との比較）

円(％) 106(85) 93(86) －

労働
経産牛1頭当たり飼養労働
時間（現状との比較）

hr(％) 85(65) 29(34) －

総労働時間（主たる従
事者）

hr
16,960

(2,000×3人)
14,480

(2,000×3人)
5,400

(1,800×1)

粗収入 万円 22,810 46,740 3,600

経営費（うち雇用労
賃）

万円 19,940(2,000) 42,690(1,180) 3,180(380)

農業所得 万円 2,870 4,050 420

主たる従事者1人当た
り所得

万円 960 1,010 420

経営形態

備考

目指す経営の姿

耕畜連携により経営の
維持を確保する大規模
法人経営

飼料生産・調整や飼養
管理の分業化・機械化
等による省力化・効率
化を通じ、規模拡大を
図る大規模経営法人

経

営

概

要

チーズ販売
量8.3ｔ

飼養
形態

牛

経営

生

産

性

指

標

－

飼料

人
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 ２ 肉用牛経営方式 

（１）肉専用種繁殖経営 
稲WCSの活用、発情発見装置・分
娩監視装置・哺乳ロボットの導入
等による省力化と分娩間隔の短縮
による生産性向上を図る肉専用種
繁殖経営

家族・専業（1戸1法人含む）

飼養頭数 頭
肉専用種

繁殖雌牛50頭

飼養方式

牛房群飼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
発情発見装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分娩監視装置　　　　　　　　　　　　　　　　　
哺乳ロボット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

外部化 コントラクター

給与方式 分離給与

放牧利用
(放牧地面積)

(ha) －

分娩間隔 ヶ月 12.5

初産月齢 ヶ月 23.5

出荷月齢 ヶ月 8

出荷時体重 kg 280

作付体系及び単収 kg

【コントラクター】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
イタリアンサイレージ

4,000kg/10a　　　　　　　　　　
WCS2,800kg/10a

作付面積(延べ面積)
※放牧利用を含む

ha 10（10）

外部化

購入国産飼料(種類) 稲WCS・稲わら

飼料自給率(国産飼料) ％ 80

粗飼料給与率 ％ 80

経営内堆肥利用割合 割 10

生産
コスト

子牛1頭当たり費用合計(現状
との比較)

千円(％) 400(92)

子牛1頭当たり飼養労働時間
(現状との比較)

hr(％) 33(31)

総労働時間(主たる従事者) hr
2,370

(1,600×1人)

粗収入 万円 3,120

経営費(うち雇用労賃) 万円 1,780(－)

農業所得 万円 1,340

主たる従事者1人当たり所得 万円 1,072

目指す経営の姿

経営形態

備考

経営概要

飼養形態

牛

労働

経営

生産性
指標

飼料

人
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（２）肉用牛（肥育・一貫）経営 

飼料用米等の活用や増
体能力に優れた素畜の
導入等により、生産性
向上や規模拡大を図る
肉専用種肥育の家族経
営

エコフィード等の活用
や肥育牛の出荷月齢の
早期化、繁殖・肥育一
貫による飼料費や素畜
費の低減等を図る肉専
用種繁殖・肥育一貫の
大規模法人経営

肥育牛の出荷月齢の早
期化による飼料費等の
低減や牛肉の地域ブラ
ンド化等により収益性
向上を図る交雑種・乳
用種の育成・肥育一貫
の大規模法人経営

家族・専業
（1戸1法人含む）

家族・専業
（1戸1法人含む）

法人

飼養頭数 頭
肉専用種

肥育牛300頭

肉専用種繁殖・
肥育一貫

繁殖雌牛100頭　　　　　　　　　　　　　　　　　　
育成牛90頭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
肥育牛140頭

交雑種　
肥育牛2000頭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

飼養方式
牛房群飼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自動給餌機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
起立困難牛検知ｼｽﾃﾑ

牛房群飼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
哺乳ロボット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分娩監視装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自動給餌機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

起立困難牛検知ｼｽﾃﾑ　　　　　　　　　　　　　　　　

牛房群飼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自動給餌機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

起立困難牛検知ｼｽﾃﾑ

外部化

給与方式 分離給与 分離給与 分離給与

放牧利用(放牧地面積) (ha) － － －

肥育開始時月齢 ヶ月 8 8 7

出荷月齢 ヶ月 26 26 25

肥育期間 ヶ月 18 18 18

出荷時体重 kg 760以上 760以上 830以上

1日当たり増体重 kg 0.88以上 0.88以上 0.99以上

作付体系及び単収 kg － － －

作付面積(延べ面積)
※放牧利用を含む

ha － － －

外部化

購入国産飼料(種類) 稲WCS・飼料用米
稲WCS・飼料用米・

エコフィード
稲WCS・飼料用米・

エコフィード

飼料自給率(国産飼料) ％ 20 45 25

粗飼料給与率 ％ 20 40 25

経営内堆肥利用割合 割 0 0 0

生産
ｺｽﾄ

肥育牛1頭当たり費用
合計(現状との比較)

千円(％)
肉専用種（去勢）

346(89)
肉専用種（去勢）

499(60)
交雑種330(94)

労働
肥育牛1頭当たり飼養労働
時間(現状との比較)

hr(％) 肥育牛21（42）
子牛26（37）・
肥育牛21（42）

肥育牛8（38）

総労働時間(主たる従
事者)

hr
3,810

(1,800×1人)
3,810

(1,800×1人)
11,210

(1,800×4人)

粗収入 万円 17,280 8,100 83,520

経営費(うち雇用労賃) 万円
15,030
(300)

6,230
(300)

81,010
(1,200)

農業所得 万円 2,250 1,870 2,510

主たる従事者1人当た
り所得

万円 1,130 940 500

目指す経営の姿

経営形態

備考

経
営
概
要

飼養
形態

牛

経営

生

産

性

指

標

飼料

人
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Ⅳ 乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項 

 

１ 乳牛 

（１）地域別乳牛飼養構造＊ 

区域名 
総農家戸数

① 

飼養農家

戸数② 
②／① 

乳牛頭数 １戸当たり

平均飼養頭

数③／② 
総数③ 

うち成牛

頭数④ 

市全域 

 戸 戸 ％ 頭 頭 頭 

現在 1,015   69 6.8 6,250 4,793 90.6 

目標  52  7.063 5,416 135.8 

＊平成30年度家畜伝染病予防法第12条の4に基づく定期報告（平成31年2月1日現在）より 

（総農家数は 2015 農林業センサスより） 

 

 

（２）乳牛の飼養規模の拡大のための措置 

 ① 規模拡大のための取組 

省力化機械の導入やＩＣＴの活用などによる生産管理と経営管理システ

ムを構築し、大規模化と効率的管理を同時に進め、収益性の高い畜産クラ

スターの中心的経営体等を中心とした酪農経営体群の育成を目指す。 

意欲ある酪農経営体に対し、畜産クラスター事業等を活用して、規模拡

大に必要な施設整備等を進めるとともに、既存牛舎の空きスペースも有効

活用して新たな施設等への投資を抑える方策も含めた推進を行う。 

規模拡大に伴い増加する家畜排せつ物については、規模に対応した家畜

排せつ物処理施設の整備、適正な管理の徹底、良質堆肥の生産・利用等の

推進を図り、畜舎環境の向上等に留意する。 

生産管理においては、全般的な飼養技術として完全混合飼料(ＴＭＲ)給

与方式やＩＣＴを利用した牛体装着型発情発見システムや哺乳ロボット、

搾乳ロボット等の省力化機械の導入により、合理化を進める。また、牛群

検定への加入と血統登録を活用した高能力牛群の整備等により生産性向上

を図る。 

経営管理においては、経営分析や計数管理の推進、法人化等を通じて意

思決定に係る責任者や手続を明確化するなど、高度な経営判断に対応した

体制を関係機関と連携して整備する。 

 

② 規模拡大は困難だが経営規模を維持するための取組 

現在の規模を維持して経営の継続が可能となるよう、省力化機械の導入に



 - 13 -

よる労働生産性の向上、乳量・乳質や受胎率の向上及び供用期間延長による

償却費低減等により収益性の向上を図る。 

 

（３） ①・②を実現するための地域連携の取組 

各地域の畜産クラスター協議会等を中心として、酪農の安定経営ととも

に後継者の育成や円滑な就農を支援する。 

また、酪農経営の労働力負担軽減と生産性向上を図るため、家畜共同育

成場の活用や、コントラクター、ＴＭＲセンター等の外部支援組織の育成

及び活用を推進する。 

併せて、家畜排せつ物の円滑な利用や自給飼料の生産拡大を推進するた

め、高品質堆肥の生産や広域流通、堆肥センター等の機能向上や規模拡大、

地域の堆肥製造業者や耕種農家との連携、飼料作物栽培・収穫技術の普及

拡大などの取組を支援する。 

 



 - 14 -

２ 肉用牛 

（１）地域別肉用牛飼養構造＊ 

 区域名 
総農家

数① 

飼養

農家

戸数

② 

②／

① 

肉用牛飼養頭数 

総数 

肉専用種 乳用種等 

計 繁殖雌牛 肥育牛 その他 計 乳用種 交雑種 

   戸 戸 ％ 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 

肉専

用種

繁殖

経営 

市全

域 

現

在 
1,015 4 0.39 59 59 59 0 0 0 0 0 

目

標 
 3  54 54 54 0 0 0 0 0 

肉専

用種

肥育

経営 

市全

域 

現

在 
1,015 

7 

(4) 
0.69 

676 

(257) 

676 

 (257) 

148 

(148) 

528 

(109) 
0 0 0 0 

目

標 
 

8 

(5) 
 

753 

(291) 

753 

(291) 

156 

(156) 

597 

(135) 
0 0 0 0 

乳用種･

交雑種肥

育経営 

市全

域 

現

在 
1,015 5 0.49 3,956 0 0 0 0 3,956 304 3,652 

目

標 
 5  4,382 0 0 0 0 4,382 295 4,087 

（）内は一貫経営に係る分で内数 

＊平成30年度家畜伝染病予防法第12条の4に基づく定期報告（平成31年2月1日現在）より（総農家

数は 2015 農林業センサスより） 

 

（２）肉用牛の飼養規模の拡大のための措置 

① 規模拡大のための取組 

乳用牛への肉専用種受精卵移植及び肉専用種肥育経営への繁殖雌牛導入

による一貫化の推進により、肉専用種肥育素牛を増産・確保する。 

併せて、自動給餌機や自動哺乳機等の省力化機械の導入やＩＣＴの活用、

適正な時期の出荷による肥育期間の短縮、エコフィードなどの未利用資源

の活用、耕畜連携による飼料用稲の生産拡大等により、生産性の向上とコ

スト削減を図る。 

また、意欲ある肉用牛経営体に対し、畜産クラスター事業等を活用して、

規模拡大に必要な施設整備等を進めるとともに、既存牛舎の空きスペース

も有効活用して新たな施設等への投資を抑える方策も含めた推進を行う。 

肉専用種については、優良な遺伝形質を有する肥育素牛を低コストで生

産するために、育種価評価及び遺伝子解析技術の活用による優良雌牛の選



 - 15 -

抜や導入等により優良雌牛群の整備を促進し、これを基盤として乳用牛へ

の受精卵移植を展開するなどにより銘柄牛生産に繋げていく。 

乳用種及び交雑種においては、スモール導入による低コスト生産を推進

し、経営方針に応じて、農商工連携や６次産業化等による高付加価値化又

は肉専用種肥育への転換等を支援する。 

経営管理においては、経営分析や計数管理の推進、法人化等を通じて意

思決定に係る責任者や手続を明確化するなど、高度な経営判断に対応した

体制を整備する。また、肉用子牛生産者補給金制度の加入促進を図り、子

牛生産に係わる経営安定を進めるほか、ヘルパー制度等の導入を支援する。 

 

② 規模拡大は困難だが経営規模を維持するための取組 

現在の規模を維持して経営の継続が可能となるよう、省力化機械の導入

やＩＣＴの活用、適正な時期の出荷による肥育期間の短縮、個体の能力に

応じた効率的な肥育、エコフィードなどの未利用資源の活用、耕畜連携に

よる飼料用稲の生産拡大等により、生産性の向上とコスト削減を図る。 

また、酪農において規模拡大が困難なこと等により方向転換を希望する

経営体については、肉用牛繁殖経営への転換を支援する。 

 

③ ①・②を実現するための地域連携の取組 

各地域の畜産クラスター協議会等を中心として、肉用牛生産の安定経営

とともに後継者の育成や円滑な就農を支援する。 

生産基盤の確保のため、地域の酪農経営との連携により、性判別技術・

和牛受精卵移植技術を活用した肉用牛生産を拡大する取組を支援する。 

また、肉用牛経営の労働力負担軽減と生産性向上を図るため、ヘルパー

制度の導入や、コントラクター等の外部支援組織の育成及び活用を推進する。 

併せて、家畜排せつ物の円滑な利用や飼料用稲等の生産拡大を推進する

ため、高品質堆肥の生産や広域流通、堆肥センター等の機能向上や規模拡大、

地域の堆肥製造業者との連携、耕畜連携による稲わらの供給体制の構築など

の取組を支援する。 
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Ⅴ 国産飼料基盤の強化に関する事項 

１ 飼料の自給率の向上 

 現在（平成２９年度） 目標（令和１２年度） 

飼料自給率 乳用牛 １１．８ ％ １２．３ ％ 

肉用牛 ０ ％ ０ ％ 

飼料作物の作付延べ面積 １,６０７ ha １,７４５ ha 

 

２ 具体的措置 

① 粗飼料基盤強化のための取組 

・気象リスクに対応した安定的な飼料作物生産のため、優良品種等の活用を推

進する。 

・限られた飼料作物作付面積を最大限に有効活用するため、二毛作の推進や、

牧草からとうもろこしやソルガム等の栄養価の高い粗飼料への転換を図る。 

・農地中間管理事業等を活用し、荒廃農地の解消と担い手への農地集積を図る。 

・自給飼料の生産を拡大するため、コントラクター・ＴＭＲセンター等の設立・

運営と自動操舵装置機能付きトラクターや大型作業機械の導入等を支援す

る。 

・酪農における集約放牧と荒廃農地等を活用した肉用繁殖牛の放牧を推進する。 

 

② 輸入とうもろこしの代替となる飼料生産の取組 

・飼料費の低減や資源循環の確保を図るため、エコフィードの生産・利用の拡

大を推進する。 

・飼料用米や稲ＷＣＳ等の利用促進を図るため、調製・保管施設の整備、生産

組織の育成、広域流通、稲作農家と畜産農家のマッチング等を推進する。 
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Ⅵ 生乳の生産者の集乳施設の整備その他集乳の合理化のための措置又は肉用

牛の共同出荷その他の肉用牛の流通の合理化のための措置 

 

１ 集送乳の合理化 

本市で生産される生乳は、４％が市内、96％が市外（うち 51％が県内、45％

が県外）の乳業工場へ直接搬入されており、市内の１か所にクーラーステー

ションが整備され、集送乳の調整機能を有している。 

今後も、広域化された指定生乳生産者団体が主体となって、酪農経営から

乳業工場までの集送乳の合理化を推進するとともに、用途別の需要に見合っ

た生乳供給のための計画的生産に努めることとする。 

平成30年度現在、バルククーラーは75基(推定)で1基当りの乳量は2,645kg

／日となっている。 

令和 12 年度の目標は、バルククーラーは農家数の減少から 25％程度の減少

を見込み、集乳路線は酪農家戸数の減少に対応し、合理化を図るものとする。

併せて、送乳路線についても実態に即した合理化を推進する。 

 

２ 肉用牛流通の合理化のための措置 

（１）肉用牛（肥育牛）の出荷先 

区分 

現 在（平成 30年度） 目 標（令和 12年度） 

出荷頭

数① 

出荷先 
②／

① 

出荷頭

数① 

出荷先 
②／

① 
県内

② 
県外 

県内

② 
県外 

 頭 頭 頭 ％ 頭 頭 頭 ％ 

肉専用種 301 292 9 97.0 362 351 11 96.7 

乳用種 272 272 0 100.0 271 271 0 100.0 

交雑種 2,329 1,097 1,232 47.1 3,029 1,613 1,416 53.3 

 

（２）肉用牛の流通の合理化 

本市で生産される肉用牛は食肉処理加工施設に出荷されており、交雑種

は県外、肉専用種及び乳用種は県内への出荷が多い。 

現在、県内では流通拠点となっている食肉処理加工施設の再編整備が進

められていることから、今後の動きを注視する。 
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Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項 

計画期間内に重点的に取り組む事項 

 

【事項番号①、②、③ 肉用牛・酪農経営の増頭・増産、中小規模の家族経

営を含む収益性の高い経営の育成、経営資源の継承、経営を支える労働力

や次世代の人材の確保（対象地域：全域）】 

１ 酪農生産基盤の強化（酪農） 

・経営継承の推進と法人等による施設整備を促進し、乳用牛の増頭及び雇用

の創出を図る。 

・先端技術に対応した施設整備（搾乳ロボット、畜舎管理システム等）を推

進し、規模拡大及び管理の効率化による収益性の向上と労働負担の軽減を

図る。 

・性判別精液、性判別受精卵及び和牛受精卵の活用を推進し、効率的な後継

牛の確保と酪農家の収益性の向上を図る。 

・飼養管理方法の改善により、生乳生産量の増加を図る。 

・地域の特長を活かした牛乳、乳製品のブランド化を進め、地域の収益性の

向上を図る。 

・ゆとりある酪農経営の実現と後継者育成のため、ヘルパー組織の運営を支

援する。 

２ 肉用牛生産基盤の強化（肉用牛） 

・経営継承の推進と法人等による施設整備を促進し、肉用牛の増頭及び雇用

の創出を図る。 

・先端技術に対応した施設整備（畜舎管理システム等）を推進し、規模拡大

及び管理の効率化による収益性の向上と労働負担の軽減を図る。 

・性判別精液、性判別受精卵及び和牛受精卵の活用を推進し、効率的な後継

牛の確保と肉用牛農家の収益性の向上を図る。 

・地域の特長をいかした牛肉や肉加工品のブランド化を進め、地域の収益性

の向上を図る。 

・和牛肥育経営への繁殖雌牛導入により繁殖・肥育一貫経営を推進する。 

・乳用牛への和牛受精卵移植の推進により、和牛素牛を増産、確保する。な

お、その際、育種価評価や県畜産技術研究所の「優良形質遺伝子保有雌牛

の選抜と交配プログラム」を参考に、県内繁殖雌牛から採取した受精卵を

活用し、優良な素牛を効率的に生産するとともに、繁殖雌牛の改良を推進

する。 

・ＣＳ等の整備を進め、地域で繁殖・育成を集約化する体制の構築を図る。 

・労働環境の改善と後継者育成のため、ヘルパー組織の設立・運営を支援す

る。 
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【事項番号⑤ 国産飼料基盤の強化（対象地域：全域）】 

・自給飼料の生産を拡大するため、コントラクター・TMR センター等の設立・

運営と作業機械の導入等を推進する。 

・飼料用米や稲 WCS 等の利用促進を図るため、調製・保管施設の整備、生産

組織の育成、広域流通、稲作農家と畜産農家のマッチング等を推進する。 

・限られた飼料面積を最大限に有効活用するため、二毛作や、牧草からとう

もろこしやソルガム等の高栄養粗飼料への転換を図る。 

・農地中間管理事業等を活用し、荒廃農地の解消と担い手への農地集積を図

る。 

・優良品種を活用した草地改良等の実施により、単収を増加させる。 

・酪農における集約放牧と荒廃農地等を活用した肉用繁殖牛の放牧を推進す

る。 

・飼料費の低減や資源循環の確保を図るため、エコフィードの生産・利用の

拡大を推進する。 

 

【事項番号④⑪ 家畜排せつ物の適正管理と利用の推進、資源循環型畜産の

推進（対象地域：全域）】 

・地域内での堆肥利用や堆肥の広域利用を推進するほか、家畜排せつ物のエ

ネルギー利用を進める。 

・地域の関係機関による連携・協力を確保し、畜産環境アドバイザー等の専

門家の意見も参考にしながら、畜産環境対策に必要な施設整備や処理技術

の効果的な活用を図る。 


